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子
育
て
・
教
育

天候が悪い冬期間は、高齢者を見守る機会が減少しがちです。身近なところでできる活動を実践
して、地域のつながりを築きましょう。

２月は高齢者見守り強化月間 〜広げよう 支え合い〜 問福祉課�高齢福祉係　☎773・6667

いつもと違うと感じたら
日ごろから見守り３活動を行うことで、高齢者や家族の変化に早くに気づくことがあります。「い

つもと違う」は、高齢者や家族の「困っている」というサインかもしれません。身近な人の気づき
が、解決を一緒に考えるきっかけになります。気軽に近くの地域包括支援センターや民生委員にご
相談ください。

相談内容、相談者に関する秘密は守られます。
地域包括支援センター相談窓口
・南魚沼市地域包括支援センター ☎773・6675
・大和地域包括支援センター ☎788・0106
・塩沢地域包括支援センター ☎782・0252

※地域包括支援センターは、高齢者の健
康・介護予防・認知症・介護保険・権利
擁護などの相談窓口です

日ごろからできる見守り３活動

近所で声を掛け合い
ましょう

あいさつ
地域でさりげなく見守り

ましょう

気くばり
普段と違うことがないか

目配りしましょう

助け合い

問
子
育
て
支
援
課�

子
育
て
応
援
係

☎
７
７
３・６
８
２
２

２
月
は
児
童
手
当
・
特
例
給
付
の
支
給
月

問
保
健
課

☎
７
７
３・６
８
１
１

く
れ
よ
ん
ク
ラ
ブ
に
参
加
し
ま
せ
ん
か
？

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
指
定
の
口
座

に
振
り
込
み
ま
す
。
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

振
込
日　
２
月
10
日
㈮

対
象
月　
令
和
４
年
10
月
〜
令
和
５
年
１

月
分

支
給
月
額
（
児
童
１
人
当
た
り
）

３
歳
未
満
の
児
童 

１
５
，０
０
０
円

３
歳
〜
小
学
６
年
生
の
児
童

・
第
１
・
２
子 

１
０
，０
０
０
円

・
第
３
子
以
降 

１
５
，０
０
０
円

中
学
生 

１
０
，０
０
０
円

特
例
給
付 

５
，０
０
０
円

（
所
得
制
限
限
度
額
を
超
過
し
た
受
給
者
）

子
ど
も
の
育
て
に
く
さ
を
感
じ
て
い
る

保
護
者
や
、
発
達
支
援
が
必
要
な
子
ど
も

の
保
護
者
の
情
報
交
換
や
勉
強
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

※
保
育
士
に
子
ど
も
を
預
け
て
参
加
可

日
２
月
28
日
㈫　

午
前
10
時
〜
11
時

会
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

　

子
育
て
の
駅
「
ほ
の
ぼ
の
」

講
話　
「
し
て
ほ
し
く
な
い
行
動
を
や

め
て
ほ
し
い
と
き
の
対
応
方
法
を
学

ぼ
う
」

講
子
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

家
庭
相
談
員

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

問
・
申
新
潟
県
社
会
福
祉
協
議
会

☎
０
２
５・２
８
１・５
６
０
５

保
育
士
修
学
資
金
・
再
就
職
準
備
金
を

貸
与
し
ま
す

保
育
士
修
学
資
金
貸
付

貸
付
額　
学
費（
月
額
５
万
円
以
内
）ほ
か

対
県
内
に
住
所
を
有
す
る
人
（
養
成
施
設

入
学
前
に
県
内
に
住
所
を
有
し
て
い
た

人
も
含
む
）
で
、
令
和
５
年
度
に
養
成

施
設
に
入
学
し
、
卒
業
後
に
県
内
で
保

育
士
と
し
て
保
育
所
な
ど
で
の
業
務
に

従
事
を
希
望
す
る
人

返
還
免
除　
県
内
の
保
育
所
な
ど
で
５
年

（
過
疎
地
域
は
３
年
）
継
続
し
て
業
務

に
従
事
し
た
場
合

※
新
規
の
貸
付
申
請
に
は
、
４
月
24
日
㈪

ま
で
に
養
成
施
設
か
ら
の
推
薦
が
必
要

潜
在
保
育
士
再
就
職
準
備
金
貸
付

貸
付
額　
20
万
円
以
内

対
保
育
所
な
ど
を
離
職
し
た
・
勤
務
経
験

が
な
い
・
新
た
に
勤
務
す
る
人

返
還
免
除　
県
内
の
保
育
所
な
ど
で
２
年

継
続
し
て
業
務
に
従
事
し
た
場
合


